
Speeda利用規約 

 
Speeda利用規約（以下「本規約」といいます。）には、株式会社ユーザベース（以下「当社」とい

います。）が運営する業界・企業情報コンテンツプラットフォームである「Speeda」（専門家の知

見にアクセスできる機能である「FLASH Opinion」及び特許動向検索機能、その他の追加機能を含み

ます。以下、これらを総称して「本サービス」といいます。）の利用にあたり、本サービスの契約

者（以下「会員」といいます。）に遵守していただかなければならない事項、及び当社と会員との

間の権利義務関係が定められています。 

本サービスをご利用いただくには、本規約の全文をお読み頂いた上で、同意いただく必要がありま

す（以下、本規約に基づき成立する本サービスの利用契約を「本契約」といいます。）。 

 

第１条（本規約の適用） 

本規約は、当社が本サービスを提供するにあたり、会員と当社との間の本サービスの利用に関

わる一切の関係に適用されます。 

ただし、第21条ないし第24条はFLASH Opinionを利用する場合にのみ、第25条ないし第27条はチ

ケットを購入し利用する場合にのみ、第28条ないし第31条は特許動向検索機能を利用する場合

にのみ、それぞれ適用されます。 

第２条（本規約の遵守） 

1.​ 本規約は会員が本サービスを利用するにあたり遵守すべき事項を定めるものです。会員が本

サービスを利用した場合、本規約に同意したものとみなします。 

2.​ 前項の会員には、無償で試験的に本サービスを利用することを当社が認めたもの（以下「トラ

イアル会員」といいます。）を含みます。ただし、トライアル会員については、第3条1項及び2

項、第4条、並びに第5条2項は適用しないものとします。また、トライアル会員であっても、

FLASH Opinion等一部のサービスについては、有料のチケット（以下「チケット」といいま

す。）が必要となる場合があります。 

第３条（利用期間） 

1.​ 本サービスの利用期間は、サービス利用申込書その他書面による合意のない限り、サービス利

用申込書で定められた利用開始日から起算して1年間となり、その後同一条件で1年単位で更新

されます。利用期間中の途中解約は出来ませんが、既発生かつ未払いの本サービス利用料及び

残余期間分の本サービス利用料相当額を一括で支払う場合のみ、この限りではありません。 

2.​ 本サービスの利用期間の更新を行わない場合、会員は当社所定の解約通知書を当社に届け出る

方法で通知するものとします。利用期間満了日の1か月前までに当該通知書が当社に到達しな

かった場合は自動的に同一条件で利用期間が更新されます。 

3.​ トライアル会員の本サービスの利用期間は、SpeedaのIDを発行された時から1週間となります。

ただし、当社と別途合意することにより延長することができます。 

第４条（料金及び支払方法） 

1.​ 本サービスの利用の対価は、初期申込金、月額利用料金、レポート販売料金、チケットその他

サービス利用料（以下併せて「本サービス利用料」といいます。）です。会員は、月額利用料

金の支払方法について、以下の通り、月払い又は年払いを選択することができます。なお、別

途発生する振込手数料は会員負担とし、本サービス利用料についての領収書等は発行せず銀行

振込明細書等をもって代えるものとします。 

(1)​月払い：会員は、毎月末日までに翌月分の月額利用料金を前払いで支払うものとします。ただ

し、利用申込み後初回の支払い（初期申込金の支払いを含む）、及び前条1項に基づく利用期間

の更新後初回の支払いについては、当社が定める方法により支払うものとします。 

(2)​年払い：会員は、サービス利用開始月の末日までに、12か月分の月額利用料金を初期申込金と

ともに一括で支払うものとします。また、会員は、利用期間の更新がなされた場合、更新月の

末日までに、12か月分の月額利用料金を一括で支払うものとし、その後の更新の際も同様に支

  



払うものとします。 

(3)​会員は、レポート販売料金、チケットその他サービス利用料については、当社が定める方法に

より都度支払うものとします。 

2.​ 会員が本サービス利用料の支払いを遅滞した場合（会員が本規約の条項に違反したことにより

当社による本サービス利用料の請求が正しく行われなかった場合を含みます。）、会員は年

14.6％の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。 

3.​ 当社は、本サービス利用料を、会員に3か月前までに通知することにより改定することができま

す。ただし、会員が改定の内容につき同意できない場合には、改定の通知受領後20日以内に解

約の通知を書面で行うことにより、本サービス利用料改定日の前日付で本契約の全部又は一部

を解約することができるものとします。 

4.​ 当社は会員の支払った本サービス利用料を、当社の誤請求、会員による過払いの場合を除き、

返金しないものとします。 

第５条（本サービスの利用） 

1.​ 会員は、第3条で定められた利用期間内に限り、当社の定める方法に従い本サービスを利用する

ことができます。 

2.​ 会員は、本サービスの利用に際し、当社の定めるサービス利用申込書を提出するものとしま

す。当社がこれを受け付けることで、当社と会員との間で本契約が成立します。また、サービ

ス利用申込書等の提出にあたっては、会員は以下の点について表明・保証し、また、同意した

ものとみなします。 

(1)​サービス利用申込書等に記載する情報は、最新かつ正確であること。 

(2)​サービス利用申込書等に記載した情報は、FLASH Opinionのご利用のため、当社の100％子会社

である株式会社ミーミル（以下「ミーミル」という）に提供されること。 

(3)​本サービスの利用は、サービス利用申込書に記載された利用部署に限ること。また、本サービ

スの利用部署に変更が生じた場合、会員は、当該変更を当社が別途定める方法により通知する

必要があります。 

3.​ 会員は、本サービスで提供される業界・企業情報その他一切のコンテンツ（以下「本コンテン

ツ」といいます。）を、内部利用目的又は著作権法で認められた私的使用目的でのみ利用する

ことができます。ただし、会員は、内部利用目的又は私的使用目的といえども、本コンテンツ

を社内外のデータベース及びシステム等に定期的に蓄積、利用することはできません。 

4.​ 会員は、本サービスの利用に伴い、サポートデスクサービスをご利用いただけます。サポート

デスクサービスは、FLASH Opinionを除く本サービスに関し、その利用方法等をサポートさせて

いただくサービスです。但し、以下の各号に定める事項はサービス対象外となります。 

(1)​会員の担当者自身で可能な作業そのものを代行すること（作業方法をお伝えする形でサポート

させていただきます。）。 

(2)​一定数量を超える、又は当社データソース先の規約に違反する態様で情報・データを提供する

こと。 

(3)​本サービス内に格納されていない情報の提供や、本サービスの利用方法に関連しない調査の代

行を行うこと。 

(4)​グラフやレポート等を作成すること（本サービスから得られる情報を利用した形で作成するも

のであっても対象外となります。）。 

(5)​どの指標を採用すべきか、収集された情報を前提にどのような判断が正しいのかといった意見

やアドバイスを提供すること（ご要望があった場合、相当の範囲内で意見を述べることがあり

ますが、意見の内容について当社は責任を負わず、その採否は会員の責任においてなされるも

のとします。）。 

5.​ 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりませ

ん。以下の行為が行われた場合、当社は、会員に通知し、是正を求めることがあります。 

(1)​本コンテンツの不正ダウンロード行為（本サービスの利用目的に照らして明らかに異常とみと

められる分量及び頻度のコンテンツダウンロード、クローラー、ボット、スパイダー等を使用

してプログラムでコンテンツを検索、抽出、ダウンロードする行為、WEBスクレーピング等を含

みますがこれに限られません。） 

(2)​本コンテンツの全部又は一部を改竄・複製、翻案、改変し、又は第三者に提供する行為（会員

  



がSpeeda Expert Researchを利用する場合に、本コンテンツをエキスパートに提供する行為を

含みます。） 

(3)​当社、本サービスの他の会員、エキスパート又は第三者のノウハウ、著作権、特許権、実用新

案権、商標権、意匠権その他の知的財産権及びそれらの権利の登録等を出願する権利（以下、

「知的財産権」といいます。）、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益

を侵害する行為 

(4)​本サービスを通じて入手した資料を利用して、本サービスと類似するシステムを開発しその

サービスを提供する行為 

(5)​本サービス又は当社及びデータソース先の商標及び商号を、投資商品 （金融派生商品、仕組商

品、投資信託等を含みますがこれに限られません。）の情報配信・取引・販売促進・広告宣伝

に関連して対外的に使用・提供する行為 

(6)​サービス利用申込書又は本サービス上のアカウント設定画面において、虚偽の情報を記載する

行為 

(7)​会員が第三者に対して守秘義務を負う情報、会員の役職員が当該会員との関係において社外に

提供できないものとされている非公開情報、及び法令等により開示が禁じられている情報を当

社に提供する行為 

(8)​著しく妥当性に欠ける内容の要求や、内容の妥当性にかかわらず、社会通念上不相当な手段・

態様での要求等の行為（サポートデスクに対するこれらの行為を含みますが、これに限られま

せん。） 

(9)​その他当社が不適切と合理的に判断する行為 

6.​ 当社が予測できるサービスの中断については、本サービス上にて会員に通知するものとしま

す。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に

本サービスを中断することがあります。 

(1)​本サービスのためのシステム若しくは関連設備の修繕・保守等が必要なとき、又はシステム若

しくは関連施設の設備等に障害等が発生した場合 

(2)​当社の利用する通信回線・電力等の提供が中断した場合 

(3)​火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合 

(4)​天災地変その他の非常事態が発生し、又はそのおそれが生じたために、法令及び、指導等によ

り通信の制限等の要請を受けた場合若しくは、当社がその必要を認めた場合 

7.​ 当社は、本サービスの内容を任意に変更することができます。 

第６条（ID・パスワードの管理） 

1.​ 会員は、本サービスに利用するID・パスワードを第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者に

サービスを利用させることはできません。 

2.​ 会員は、ID・パスワードの管理並びに使用について責任を負うものとし、これらが第三者に使

用されたことにより会員又は第三者に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないもの

とします。 

3.​ ID・パスワードが第三者に使用されたことにより、当社に損害が発生した場合、当社は会員に

対して損害賠償（合理的な範囲内の弁護士費用を含む。）その他法律で認められた請求を行う

ことができます。 

4.​ 会員は、貸与された利用ID・パスワードを紛失した場合、盗難等の被害に逢った場合、誤って

第三者に開示してしまった場合、漏えいが生じた場合、その他第三者による利用の可能性を認

識したには、直ちに当社にその旨を通知するものとします。 

第７条（権利帰属） 

本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社、情報のデータソース先又はエキスパー

トに帰属し、本規約に定める本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社、情報のデー

タソース先の知的財産権の会員への譲渡を意味するものではありません。また、会員がSpeeda

を通じて入手することができる有償レポートのうち、各有償レポート作成元であるデータソー

ス先のポリシーがレポート購入時に提示されるものに関しては、当該データソース先のポリ

シーが本規約に優先して適用されるものとします。 

第８条（秘密の保持） 

  



1.​ 当社は、特定の会員との間の本契約の存在及び内容、会員の個人情報、会員データ及び導入支

援・活用支援・問い合わせ対応時に会員が当社に対して個別に開示した情報、並びに本サービ

スの提供に際し会員が当社に提供した情報のうち、提供時に秘密である旨明示された情報を秘

密情報として適切に保持し、会員の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示、提供又は漏洩

しないものとします。ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとしま

す。 

(1)​当社が入手した時点で既に公知である情報 

(2)​当社が入手した時点で機密保持義務を負うことなく保有していた情報 

(3)​当社が入手した後に当社の責めによらずして公知となった情報 

(4)​当社が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報 

2.​ 前項本文の定めにかかわらず、当社は、本サービスを提供する上で秘密情報を知る必要のあ

る、①自己の役職員、②子会社及び関連会社並びにそれらの役職員、③サポートデスク業務、

コンサルティング業務提供のための業務委託先、④弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に

対し、必要最小限の範囲で秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社

は、開示先が法令等上の守秘義務を負う場合を除き、開示先に対して本条と同等の義務を課す

ものとします。 

3.​ 第1項本文の定めにかかわらず、当社は、法令、規則、行政庁その他公的機関により秘密情報の

開示を求められた場合、開示を求められた範囲で当該秘密情報を開示できるものとします。 

4.​ 会員は、本規約の内容、本契約の条件及び提供時に秘密である旨明示された上で当社又は当社

のグループ会社から提供された情報を機密として保持し、当社の事前の承諾を得ることなく、

第三者に開示、提供又は漏洩しないものとします。 

第９条（個人情報等及び会員の情報の取り扱い） 

1.​ 当社は、本サービスの提供に際して知り得た会員の役職員等の個人情報については、当社の個

人情報保護方針（https://www.ub-speeda.com/top/description/informationpolicy）その他

当社が定めるポリシーに則り、適正に扱うものとし、会員は会員の役職員等をしてこれに同意

させるものとします。 

2.​ 当社は、本サービスの円滑な運営・提供・改善のための調査、統計、分析、保守等の目的で、

会員が本サービス利用のために当社に提供したデータ（典型的には、本サービス上の行動履

歴、ログ情報を含みます。以下「会員データ」といいます。）を利用することがあります。 

3.​ 当社は、当社、当社の子会社及び関連会社（以下総称して「当社グループ会社」といいま

す。）が提供し又は提供しようとしているサービスの品質向上、案内等のために、特定の個人

を識別することができないように加工した会員データを、当社グループ会社に提供し利用させ

ることがあります。 

4.​ 当社は、本サービスの運営・提供に必要最小限の範囲で、契約上の守秘義務を負っているデー

タソース先に対し、会員の名称、本店所在地、利用部署等を報告する場合があります。 

第１０条（会員資格の抹消等） 

1.​ 当社は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告するこ

となく、会員の本サービスの利用申込みの拒否、利用停止及び、本サービスへの登録の取り消

し（登録の取り消しは、本契約の解除を意味します）をすることができます。 

(1)​本規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2)​登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 

(3)​会員が実在していないことが判明した場合 

(4)​会員が登録したメールアドレス等の連絡先で連絡がとれない場合 

(5)​当社、本サービスの他の会員又は第三者に損害を生じさせるおそれのある態様で本サービスを

利用しようとした場合 

(6)​当社が会員を当社の競合先であると認識した場合 

(7)​会員が本サービス利用料の支払を遅延又は拒否した場合 

(8)​支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別

清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 

(9)​自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合 

(10)​差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 
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(11)​租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合 

(12)​その他、当社が会員として適当でないと合理的に判断した場合 

2.​ 会員が前項各号のいずれかの事由に該当した場合、会員は、当社に対して負っている債務の一

切について期限の利益を失い、直ちに当社に対し全ての債務の支払を行うものとします。 

3.​ 当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いま

せん。 

4.​ 本条の規定の適用の有無にかかわらず、当社は本規約の違反等に関し、会員に対して損害賠償

（合理的な範囲内の弁護士費用を含む。）その他法律で認められた請求を行うことができま

す。 

第１１条（サービス利用の停止後の会員の義務） 

本サービスの利用停止、又は本サービスの利用期間終了後（第4条3項ただし書及び前条に基づ

く契約終了の場合も含みます）、会員が本サービスの利用を通じて取得した情報について当社

が削除を求めた場合には、会員はこれに応じるものとします。なお、法令、規則、政府機関、

金融商品取引所その他の公的機関の判決、命令、決定、指示等その他その関与する手続におい

て当該情報の保存が求められる場合はこの限りではありません。 

第１２条（保証の否認及び免責） 

1.​ 本サービスで提供される本コンテンツの信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性等

について、当社及びデータソース先は一切の保証責任を負いません（ただし、当社はデータ

ソース先の適切な選定、及び当社が作成する本コンテンツの正確性等の確保に努めるものとし

ます。）。さらに、会員が本サービスを介さず当社から直接又は間接に本サービスに関する情

報を得た場合であっても、当社は何ら保証責任を負うものではありません。 

2.​ 本サービスに関連して会員が被った損害、損失、費用、並びに、本サービスの提供の中断、停

止、利用不能、変更等に関連して会員が被った損害（通常損害に限らず特別損害も含む）につ

き、当社及びデータソース先は賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。 

3.​ 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、損害につき、会員が過去1年間

に当社に支払った対価の額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間

接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わな

いものとします。 

4.​ 本サービスに関連して会員と他の会員又は第三者間において生じた取引、紛争等については、

当社は一切責任を負いません。 

第１３条（名称の使用） 

会員（法人会員に限る）は、当社が会員の名称等の情報を営業、マーケティング目的に限定し

本サービスの導入実績として使用する事を許諾します。 

第１４条（本規約の改定） 

1.​ 当社は、裁量により本規約を改定することができます。 

2.​ 当社は、前項に基づき本規約を改定する場合、本規約を変更すること、改定後の本規約の内

容、及びその効力発生日を、事前に本サービス上での掲示/表示、連絡責任者へのメールその他

当社が適当と判断する方法で周知するものとします。 

3.​ 前項に基づく周知後、会員が本サービスを利用した場合又は効力発生日が到来した場合、当社

は会員が改定後の本規約に同意したものとみなします。 

第１５条（会員の連絡責任者） 

1.​ 会員は、連絡先として、連絡責任者の名前とメールアドレスを登録するものとし（以下「登録

情報」といいます。）、当社から会員に対して連絡を行う際には、原則として、登録情報に基

づき、連絡責任者の登録メールアドレス宛に連絡を行います。 

2.​ 会員は、当社からの連絡を受信することができるよう、登録情報を正しく管理するものとし、

連絡責任者の変更などがある場合には、速やかに登録情報の変更を申請するものとします。会

員が本項の義務を怠り、当社からの連絡を受信できなかったことで何らかの不利益、又は損害

を被ったとしても、当社は一切の責任を負いません。 

  



第１６条（本規約の譲渡等） 

1.​ 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは

義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。 

2.​ 当社は本サービスの事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本

規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に

譲渡することができるものとし、会員は、本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並び

に会員の登録事項その他の顧客情報の譲渡につき本項において予め同意するものとします。な

お、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、合併、会社分割その他事業が移

転するあらゆる場合を含むものとします。 

第１７条（準拠法及び管轄裁判所） 

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第１８条（反社会的勢力の排除） 

1.​ 当社及び会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等そ

の他これらに準ずる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと及び下

記の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約

するものとします。 

(1)​暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(2)​暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(3)​自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす

る等不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

(4)​暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係

を有すること 

(5)​役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

こと 

2.​ 当社及び会員は、自ら又は第三者を利用して下記の各号のいずれかに該当する行為を行わない

ことを確約するものとします。 

(1)​暴力的な要求行為 

(2)​法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)​取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為 

(4)​風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害す

る行為 

(5)​その他上記各号に準ずる行為 

3.​ 当社又は会員は、相手方が、第1項又は第2項のいずれかに該当する場合は、事前に通知又は催

告することなく、本契約を解除することができます。本契約を解除された者は、相手方に対

し、解除によって生じた損害について一切の請求を行わないものとします。 

4.​ 当社又は会員は、相手方が第1項又は第2項のいずれかに該当する場合、相手方に対し、これに

より被った損害（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）の賠償を請求することができるものと

します。 

第１９条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規

約の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全

に効力を有するものとします。 

第２０条（存続条項） 

第4条2項、第5条4項、第7条、第8条、第10条2項乃至4項、第11条、第12条、第17条及至第20

条、22条5項及び6項、23条、24条3項、29条は本契約の終了後も有効に存続するものとします。 

 

  



【FLASH Opinionのみに適用される条項】 

第２１条（FLASH Opinionの位置づけ） 

1.​ FLASH Opinionは、当社と、当社の100%子会社である株式会社ミーミル（以下「ミーミル」とい

います。）が運営・提供する、エキスパートの知見へのアクセスを可能にする本サービス上の

機能です。 

2.​ 会員は、FLASH Opinionを利用する場合、その利用に必要な範囲で、会員の情報（質問を送信す

る際にご入力いただく担当者の氏名、メールアドレス、連絡先を含みます。）がミーミルに提

供されることに同意します。 

第２２条（FLASH Opinionの利用） 

1.​ 会員は、当社から購入したチケットを利用し、当社の定めるところに従い、Speeda上でFLASH 

Opinionを通じてエキスパート（ミーミル若しくはエキスパートネットワーク事業を営む外部の

提携企業（以下総称して「提携企業」といいます。）のサービスに登録している専門家を指し

ます。）に質問を送信し、回答を受領することができます。加えて、会員は、Speeda上に掲載

されるエキスパートの知見を閲覧することができます。 

2.​ 会員は、FLASH Opinionに入力した質問が受け付けられた場合、その後質問をキャンセル又は変

更することはできません。 

3.​ 会員は、当社がFLASH Opinionを提供するために必要な範囲で、質問に関する情報（以下「質問

情報」といいます。）を、提携企業を通じて、エキスパートに提供することに同意します。 

4.​ 当社又は提携企業は、質問情報を踏まえ、その裁量により適当と判断するエキスパートを選定

して質問を送信します。 

5.​ 会員は、FLASH Opinionを通じて取得したエキスパートの情報（氏名、経歴、所属等エキスパー

ト個人を特定ないし推測できる情報を指し、以下「エキスパート情報」といいます。）を機密

として保持し、エキスパートの事前の承諾を得ることなく、第三者に開示、提供又は漏洩しな

いものとします。 

6.​ 会員は、当社が特に禁止した場合を除き、以下の各号に定める事項を遵守する限り、会員のグ

ループ会社や顧客等の特定の第三者に対し、FLASH Opinionで得た回答情報を提供することがで

きます。なお、当社、提携企業及びエキスパートは、かかる特定の第三者への提供によって生

じた一切の紛争・トラブルについて責任を負わず、当該紛争・トラブルは会員の費用と責任に

おいて解決するものとします。 

(1)​本項に基づく回答情報の提供は、相談者の業務上必要な場合であって、その必要な範囲に限る

こと。 

(2)​SNSでの発信を含め、不特定の者に対する回答情報の提供、開示、公開、配布、出版等を行わな

いこと。 

(3)​実質的な内容に関わる改変を行った上で回答情報を提供しないこと。 

(4)​前項の定めに従い、当該回答情報を提供したエキスパートの承諾を得た場合を除き、当該エキ

スパート情報を添えて回答情報を提供しないこと。 

(5)​提供先の第三者に対して、当該第三者からさらにそのグループ会社や顧客等の第三者に回答情

報及びエキスパート情報を提供しないこと、及び本規約に基づく会員の秘密保持義務と同等の

義務を遵守する旨誓約させること（当該第三者によるこれらの違反があった場合、相談者によ

る本規約への違反行為とみなします） 

7.​ 当社は、質問情報につき、本サービスの円滑な運営・提供・改善のための調査、統計、分析、

保守、品質向上等の目的で利用することができるものとします。 

8.​ 当社及びミーミルは、会員による個別の同意があった場合に限り、質問情報及び回答をSpeeda

上に掲載することができます。 

9.​ 会員は、Speedaを離れてFLASH Opinionのみを利用することはできず、本契約が終了した場合、

チケットの有効期間内であってもFLASH Opinionを利用することができなくなります。 

 

第２３条（禁止行為） 

会員は、FLASH Opinionの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりま

せん。以下の行為が行われた場合、当社は、事前に通知又は催告することなく、質問をキャン

  



セルし、会員の本サービスの利用停止及び会員登録の取り消しをすることができます。 

(1)​具体的な金融商品の価値、取引等についてエキスパートに質問する行為 

(2)​弁護士法、司法書士法、行政書士法、社会保険労務士法、税理士法、医師法等、特定の資格を

有する者にしか提供できない業務について、非資格者による業務提供や提携・斡旋を禁止して

いる法律に反する質問、又はこれに準ずる行為 

(3)​エキスパートから提供を受けた情報を利用してインサイダー取引を行う行為 

(4)​会員が購入したチケットを第三者に譲渡、移転、担保設定、その他処分する行為 

(5)​会員の秘密情報、インサイダー情報、第三者の個人情報やプライバシーにかかわる情報を質問

として入力する行為 

(6)​会員又は第三者の商品等の広告宣伝、異性交際の募集等、FLASH Opinionを本来の目的以外の目

的で利用する行為 

(7)​エキスパートへの質問その他のやりとりの際に、本コンテンツを利用する行為 

(8)​その他、国内外の法令等又は公序良俗に反する質問等、当社が不適切と判断する行為 

第２４条（その他） 

1.​ 会員は、FLASH Opinionを通じて送信した質問に回答したエキスパートの一部又は全部に対し、

さらなるコンサルティングの提供を希望する場合には、当社がSpeeda上で提供する「Speeda 

Expert Research」におけるExpert Interview等のサービスの利用を優先的に検討するものとし

ます。 

2.​ FLASH Opinionは、会員が希望する特定のエキスパートや、特定の人数のエキスパートから回答

を得られることを保証するものではありません。 

3.​ 第5条及び第12条に定める「本コンテンツ」には、会員がFLASH Opinionを通じて受領する回答

も含まれ、同条項及び第7条に定める「データソース先」は「提携企業及びエキスパート」と読

み替えるものとします。ただし、第22条第6項に定める利用については、同条項に基づく範囲で

認められます。 

【チケットに関して適用される条項】 

　　  第２５条（チケットの購入手続） 

1.​ 会員が、チケットの購入を希望する場合、当社所定のチケット購入申込書を当社に提出する方法により申し

込みを行うものとします。 

2.​ チケットに関する条件の詳細は、チケット購入申込書に記載のほか、チケットに関して説明したウェブページ

（以下「チケットページ」）記載のとおりとします。 

3.​ 会員は、会員が提出したチケット購入申込書を当社が受け付けた場合、チケット購入申込書に記載された利

用開始日に、チケットを取得します。 

4.​ 会員が、チケットの対価の支払義務の全部又は一部を怠った場合、会員は申込手続完了時に遡ってチケット

を取得しなかったものとみなします。この場合において、会員が、申込手続完了後、チケットを利用して次条

第１項に定義するチケットサービスの提供を受けていた場合、会員は当社に対し、利用済みのチケットの対

価相当額及びこれに対する遅延損害金を直ちに支払うものとします。 

5.​ チケットの対価の支払完了後は、事由のいかんを問わず、返金はいたしません。 

 

　　 第２６条（チケットの利用及び内容）  

1.​ 会員が、チケットの利用を希望する場合、当社が定める方法にしたがって申し込みを行うものとします。 

2.​ チケットに表章されるサービス（以下「チケットサービス」といいます。）の種類は以下のとおりです。 

(1)​Speeda Expert Research(FLASH Opinion及びExpert Interview 等その他のサービス） 

(2)​当社と会員が個別に合意したサービス 
3.​ チケットサービスの提供を受けるために必要となるチケットの枚数は、チケットサービスの種類、内容等によっ

て異なるものとし、チケットページに記載した基準に照らし、当社が合理的に決定するものとします。 

 

　第２７条（チケットの有効期限） 

1.​ チケットの有効期限は、チケット購入申込書に記載された利用開始日から起算して1年間とします。チ

ケットの有効期限経過時にチケットは無効となり、未消化分相当額についても返金いたしません（本

サービスの利用期間が更新される場合においても、チケットの有効期限は伸長されません。）。  

2.​ 前項の規定にかかわらず、チケットの有効期限経過前に本契約が終了した場合、当該チケットは無効

  



となり、未消化相当額についても返金いたしません。 

【特許動向検索機能のみに適用される条項】 

第２８条（特許動向検索機能の利用） 

会員は、当社が定める方法で申込みを行うことにより、本サービスの一環として、特許動向検

索機能を利用することができます。 

第２９条（禁止事項） 

会員は、特許動向検索機能の利用にあたり、本規約第５条第５項に定める禁止行為に加え、以

下の行為を、自ら又は第三者を通じて行わないものとします。 

(1)​検索式を利用して、特許動向検索機能と類似するシステムを企画開発し、提供する行為  

(2)​検索式の不正利用行為（特許動向検索機能の利用目的に照らして明らかに異常とみとめられる

分量のデータの複製、ダウンロードを含みますがこれらに限られません。） 

(3)​知的財産の検索・分析サービス又はデータベース等を提供する事業に係る部署又は人に対し

て、特許動向検索機能を利用させる又はその内容を開示する行為 

(4)​上記各号のほか、特許動向検索機能の利用目的に鑑みて当社が不適切と判断する行為 

第３０条（損害賠償） 

会員が、特許動向検索機能の利用に当たり、本規約又は前条各号のいずれかに違反した場合、

会員は、当社に対し、当社に生じた損害（合理的な範囲内の弁護士費用を含む。）を賠償する

ものとします。 

第３１条（差止請求） 

会員が、特許動向検索機能の利用に当たり、本規約又は第29条各号のいずれかに違反した場

合、又は違反のおそれがある場合、当社は、会員に対し、その差止めを求め、又はその差止め

を求める仮処分の申立てを行うことができるものとします。 

 

 
 

2022年4月1日改定 

2024年7月1日改定 

2025年10月1日改定 

  


